
実技試験の免除（養成施設）について・・・ 

現行制度の自動車整備士資格を対象とした自動車整備技術講習は、 

令和８年度第１期（４月～９月）で終了します。 

令和８年度第２期（１０月～３月）からは、新制度に基づく講習となります。 

また、自動車整備士の種類によっては実技試験免除の講習は行っていません。 

 

整備士資格を取得するには、 

同制度同種類の 学科試験と実技試験の両方に合格することが必要です。 

（国土交通省が指定した養成施設を修了すると修了日より２年間実技試験が免除になります） 
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